
○大規模小売店舗立地法に基づく届出の概要について 

 

○届出内容 

１．縦覧書類 変更届出書 

２．店舗の名称 ＳＵＰＥＲＣＥＮＴＥＲＰＬＡＮＴ－２ 坂井店 

３．店舗の所在地 坂井市坂井町下新庄１５号１１番地１ 外３２筆 

４．変更の内容 代表者の氏名 

５．変更年月日 令和７年９月２１日 

６．公告日 令和８年５月２６日 

７．縦覧期間 公告日より４ヶ月間 

８．縦覧場所 坂井市役所産業政策部商工労政課（坂井市坂井町下新庄１－１ 本庁舎２階） 

９．縦覧時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 


